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特　　集

　抄　録　日本の強みである産業技術によって世界の企業に事業で勝つためには，産業技術の研究開
発のみならず技術を広く普及させなくてはならない。そのためにはプロモーションを含むマーケティ
ングの理解と実践が必要である。本論説では，技術ブランドの成功事例を参考にしながらブランディ
ング手法，さらにはそこへの商標部門の関わり方について整理し，考察を加えた。一見わかりにくい
技術を，ターゲットとする顧客にわかりやすく伝えるため，行動喚起コミュニケーション論を活用し
て「見える化」を検討する方法や，マーケティング手法の１つであるポジショニングマップと商標マ
ップ等のツールを活用して優位性や差異化をチェックする方法等，より有効で，より管理しやすい「見
える化」を目指し，商標部門が積極的にブランディングに関わっていくことを提案する。

商 標 委 員 会
第 ２ 小 委 員 会＊
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1 ． はじめに

商標委員会第２小委員会は，「ブランド価値
の向上」という経営課題に対して，経営に資す
るブランドの研究や商標部門のブランドへの関
わり方について研究を行っている。今回は，経
営基盤となる事業活動で重要なマーケティング
のうち，ブランドマーケティングという視点か

らテーマ設定を行った。さらに，ブランドマー
ケティングとして近年注目されている技術に着
目した「技術ブランド」を題材にして，技術の
見える化を中心としたマーケティング活動への
商標部門の関わり方について検討した。
本稿執筆は，2011年度商標委員会第２小委員

会の古藤和博（小委員長，メニコン），下須賀涼
（副委員長，中国電力），大内可奈子（日立製作
所），才木誠（アサヒグループホールディングス）
による。

2 ． ブランドマーケティング

2．1　 マーケティング視点からブランドを
論じる

ブランドという言葉はさまざまな議論があり
未だ明確な定義はないが，マーケティングとい
う言葉の定義は，およそ「商品・サービスの提
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事業で勝つ！

マーケティング手法を用いた
技術ブランディングと商標
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供，販売地域の選択，プロモーション活動，そ
して価格設定等の一連の作業」と収斂されてい
る。中でもマーケティングにおいて商品・サー
ビスをいかにプロモーションするかという手法
は多種多様であるが，ある書籍には，言葉は消
費者の心を開く鍵であるとして，逆に言葉から
コンセプトを開発することが提言されている。
その上でネーミングは，例えば生まれる子供の
将来を願って命名する親のように，新商品開発
スタッフは生まれる商品に命名すべきであると
力説されている１）。ネーミングに少なからず関
わっている商標担当者もこの活動を支援すると
いう意識が必要かもしれないと考え，マーケテ
ィングの視点からブランドを論じたい。

2．2　技術ブランドの必要性

急速なビジネスのグローバル化の中で，企業
が市場のニーズに迅速に対応して成功する為に
は，技術と所有する設備や資金，人材等他の経
営資源との連動や，他分野・他社との技術の連
携が重要である。
わが国においても，産業競争力を高めるべく，
産業技術力強化法２）において以下のように「技
術経営力」という定義が加えられている。

（定義）第二条　この法律において「産業技
術力」とは，産業活動において利用される技術
に関する研究及び開発を行う能力並びにその成
果の企業化を行う能力をいう。
２　この法律において「技術経営力」とは，
技術に関する研究及び開発の成果を経営におい
て他の経営資源と組み合わせて有効に活用する
とともに，将来の事業内容を展望して研究及び
開発を計画的に展開する能力をいう。

日本企業では，以前は単独の企業が技術開発
から製品化まで行い，下請制を発展させて品質
管理を行うケースが多かった。技術力と企業・

製品・サービスの関係がわかりやすく，「コー
ポレートブランド」や「製品ブランド／サービ
スブランド」のブランド力が高ければ足りてい
たと言える。そのブランド力の中核が，品質を
支える技術であるという考え方が根底にはあっ
たとしても，技術を明確にブランド化するケー
スは少なかった。
しかし，現在のビジネス環境では，個々の製

品・サービスを構成する技術は高度化・分業化
され，複数の技術によって成り立っており，技
術と企業・製品・サービスの関係がわかりにく
くなった。そこで，自社の技術の価値をわかり
やすく伝える為の「技術ブランド」が注目され
てきたのである。

2．3　技術ブランドとは

２．１で述べたように「技術ブランド」に関
してはいまだ確立された定義はないが，本稿に
おいては，技術ブランドとは，インテルの「Intel 
Inside」やシャープの「プラズマクラスター」
等工業上の技術を想定し，「産業上利用可能な
発明やノウハウに基づく自社のコア技術が，そ
の企業の内外で，共通した概念として認知され
るに至ったブランド」と定義する。ここで言う
「コア技術」とは，当該企業の経営戦略，技術
戦略に基づいて検討されるべきものである。コ
ア技術を含む複数の技術がユニット化されて最
終製品に組み込まれている場合が多いが，結果
として「コア技術」を利用した商品（特に素材，
部品）の名称をも「技術ブランド」と位置づけ
るケースもある。
製品ブランドが製品そのものの魅力を伝える

のに対し，技術ブランドはその技術が使用され
ているという裏づけによる価値を顧客に伝える
という違いがある。

2．4　技術ブランドの効果

顧客は，「この製品が優れているのは○○技
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術によるものである」と認識すると，その技術
を利用した次世代の製品や，違う分野の製品
に関しても良いイメージを持つようになるだろ
う。技術ブランドは，技術というわかりにくい
価値をブランド化することにより，市場での競
争力を高める他，他社や他業種への展開の可能
性を持つということが特徴である。
さらに，特許の権利に期限があるのに対し，
商標は更新によって半永久的に権利を維持する
ことができるので，たとえ製品自体が陳腐化し
ても，コア技術を商標と関連づけることで，進
化の過程を含めて長期的にブランドに育ててい
くことが可能である。
「技術の見える化」は特許部門のキーワード
でもあるが，ブランドの観点では，「知覚品質」
という考え方がある。顧客がある商品・サービ
スやブランドに対して感じる，主観的で総合的
な品質のことである。その技術がどんなに優れ
ていても，顧客にメリットがあり，理解される
ものでなければ，顧客を惹きつけることはでき
ない。知覚品質は，商品・サービスの客観的な
機能的価値（技術）に対して，顧客が感じる情
緒的価値であるといえる。
例えば，携帯電話を購入する時に重視するポ

イントは，インターネット接続機能，カメラ画
像，簡単な操作性等，顧客によって様々である。
ターゲットとする顧客層が重視しない機能を高
めても，知覚品質は高くならない。また，その
顧客層のニーズに合致する機能を高めても，そ
れを顧客に伝える努力をしなければ，知覚品質
は高くならない。
技術ブランドは，企業側の一方的な情報発信

ではなく，その企業の技術で顧客にメリットと
なる部分にフォーカスし，技術名称・機能名称
等を用いて顧客に伝えることを目指す（図１参
照）。言い換えるならば，技術の機能的価値を，
情緒的価値に変換し表現することである。

2．5　技術ブランドの使用対象

技術ブランドは，その戦略によって，自社で
独占的に使用する場合と，他社へライセンスす
る場合があり，具体的には下記のような例があ
る。
＜自社で独占的に使用＞
① 単一種類の複数製品の例
「GOA」（トヨタ自動車）：自動車の衝突安全
性評価基準名称
② 複数種類の製品の例
「nano e/ナノイー」（パナソニック）：空気中
の水分から生み出される微粒子イオンの名称。
エアコン，空気清浄機，冷蔵庫等に幅広く使用。
＜他社へライセンス＞
③単一業種の例
「Intel Inside」（インテル）：パソコンのCPU
④複数業種型の例
「プラズマクラスター」（シャープ）：除菌イ
オン発生技術の名称。自社の空気清浄機やエア
コン以外に，広範囲な他社製品にも採用されて
いる。最終商品に合わせて，除菌等の効果を最
大限に引き出すための調整は必要であるが，家
電に限らず広範な商品分野への拡張性が高いの
が特徴である。

3 ． シャープの技術ブランド

シャープの「プラズマクラスター」は，家電
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図1　技術の見える化手順
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一般や空気清浄あるいは除菌や衛生ということ
に一定の関心をもつ顧客に常識といえるほど認
知されているブランドだろう。このブランドは
多くの参考書にも取り上げられ，企業のブラン
ドや商標の管理担当者は，数少ない「技術ブラ
ンド」の成功例として，どこかで一度は目にし
ているはずである。今回我々は，同社ブランド
戦略推進本部及び知的財産権本部から直接聞く
ことができた。ここにそのポイントをまとめる。

（1）「プラズマクラスター」の誕生
プラズマクラスターは，基礎研究から生まれ
た空気清浄技術である。空気中のウィルスや細
菌類の不活化，ダニや花粉によるアレルギー
症状の抑制効果があることから，空気をきれい
にする技術として開発され，最初は空気清浄機
に採用された。顧客にわかりやすく表現すると
いうことで，一時期「除菌イオン」「KIREION
（キレイオン）」というネーミングも使ったが，
独自技術であることを強調するため，もともと
の技術名称であった「プラズマクラスター」に
戻したという。プラズマクラスターとは，プラ
ズマ放電によってプラスとマイナスのイオン粒
子の回りに複数の水分子が取り囲むクラスター
（「ぶどうの房」の意）状に凝縮させる技術であ
ることからくる造語である。
さて問題は，顧客にとってやや距離感のある

この技術ブランドをどう浸透させていくかであ
った。同社は，ここにアカデミックマーケティ
ングの手法を用いた。アカデミックマーケティ
ングとは，第三者機関による実証実験の定量的
なデータを使い，顧客に対して製品の機能や性
能を訴求するマーケティング手法である。同社
は，海外を含む大学や各種研究機関等に実証実
験を依頼して，その結果を通して客観的な有用
性の証明を積み重ねていったのである。その一
方で，わかりにくい技術に親しみをもってもら
うために，ぶどうの房をシンボルマークに定め，

これに「プラズマクラスター」を併記すること
で，需要者にアピールしていったのである。

（2）トップクラスの企業につかってもらう
一般に技術ブランドは，他社にライセンスす

るにしても，ある特定の業種にライセンスする
ケースが多いが，同社は，この独自技術を空気
清浄機能に関する商品を取り扱う多数の異業種
企業に売り込み，また，引き合いを受けた。そ
れを可能にしたのは，この技術が，ヒトが生き
ている上で欠かすことが出来ない「空気」を対
象にしているからかもしれない。ライセンス先
は，例えば自動車業界では，日産を皮切りに，
トヨタ，さらにはメルセデス・ベンツ日本が挙
げられる。また，ホテル業界では帝国ホテルや
スイスホテル南海大阪，さらに，鉄道では南海
電鉄の特急車輌にも採用されている。技術の適
用範囲は広く，業種は様々であるが，一貫した
ライセンス方針は「ブランド価値向上にメリッ
トがあるか否か」ということで，ライセンス先
として業界のトップクラス企業を選んだ。そう
することによって，ますます高品質というブラ
ンドのイメージに安定感を付加させることがで
きるのである。無論，この方針に沿うと，場合
によってはライセンスを断わらなければならな
くなることもあるだろう。また，シンボルマー
クの表現方法を厳しくチェックし，必要に応じ
て商標の使用態様の修正や，ぶどうマークの視
認性を高めてもらうよう要求する等，厳格な管
理をしなくてはならない。この技術ブランドは，
アジアを中心に海外展開も図っているが，海外
展開は，現地の市場の特徴やターゲットを意識
することが肝要である。日本で売れたからとい
って，そのまま海外で売れるとは限らない。ど
の業種にもいえることかもしれないが，その国
その地域の特性を考慮に入れなければならない
ということだろう。
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（3）ブランドが先か，技術が先か？
ところで，ブランドが先か技術が先かという
点だが，同社は「技術ブランディングにおいて
重要なのはあくまでも技術で，技術で差異化が
できるからこそブランド化ができるのだ」と考
える。つまり技術的に差異がないとブランドの
差異化はできないということである。
また，同社が定点観測（調査対象：東京

30km圏在住の13歳～60歳男女）しているとこ
ろによると，「プラズマクラスター」のブラン
ド認知率は70％（2010年４月時点）を超えてい
るという。ただし，ブランドが独り歩きしない
ように，顧客への技術の理解促進を忘れてはな
らないと自らを戒めている。常に「これは何か」
をわかるように説明して顧客から認知されるよ
うにという努力である。

（4）脆弱なブランドが会社の損失に
日本の家電業界では，1990年代後半頃から海
外移転や同質競争が激しくなった。2001年に同
社が会社のイメージ調査をしたところ，「手ご
ろ」「壊れやすい」「顔が見えない」等のコメ
ントが多く，イメージ調査の結果，同社の「ブ
ランド力」は業界７位というショッキングな結
果であったという。さらに危機感を募らせたの
が，ブランドの弱さに起因する売上損失を金銭
換算したところ，看過することのできない莫大
な額となったことである。そこで，ブランド力
の向上が欠かせないとの認識のもと，2002年に
ブランド戦略室を発足，その後宣伝部門や販促
部門を統合する形でブランド戦略推進本部をつ
くり，ブランド戦略の組織体制を整えた。

（5）ブランド付与も選択と集中
同社では，ブランドネーミングは，①コーポ
レートブランド，②商品ブランド，③技術ブラ
ンド，④商品特徴ネーミング，の４つに分類す
ることとし，採用は，ブランドネーミング設定

ルールに従う。各事業部は，開発着手時に所定
の申請様式により，ネーミングを申請し使用可
否の確認を受ける。その後，各事業部，ブラン
ド部門，商標部門，デザイン部門と協議をしな
がらネーミング開発を行ったのち，所定の申請
様式によりネーミング案を申請，最終的にネー
ミングの使用について社長の決裁を得る。こう
して決裁されるものは，半期に２～３件だ。こ
のブランド付与のプロセスでもっとも基本とな
るものは，「選択と集中だ」と強調する。具体
的には次の２点がキーになる。それは，ブラン
ド付与を，①グローバル展開できるもの，②プ
ロモーション費用を掛ける価値があるもの，に
限定することである。そもそも，コマーシャル
をして浸透を図らないようなモノはブランド付
与の対象外という考え方で，むやみにブランド
を付与しないということである。選択と集中に
直結するのはコストの問題であるが，同社で
は，宣伝・販促等コミュニケーション費用の分
配は，ブランド戦略推進本部が決めており，「○
○ブランドに集中投下する」等の判断がここで
行われるという。

（6）商標部門の強い権限と他部門との連携
商標部門は，ブランドの育成・保護のために
必要な権利化を行うが，同社は，ブランドマー
ケティングにとって重要なのは，ブランド部
門・マーケティング部門・商標部門の連携だと
考えている。商標部門はコミュニケーションの
ツールを含め社外に出るものすべてを審査の対
象としている。リスク管理の一環として，事前
の侵害調査をクリアしなければ，商品への採用
を認めないというルールにしている。
商標部門は，マーケティング部門等を対象に，
商品の上市には事前調査や権利化が欠かせない
という関係部署の意識付けに努めており，商標
に関する研修を各事業所毎に定期的に行ってい
る。この商標研修とブランド戦略部門が行うブ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 62　No. 4　2012510

ランド研修が，クルマの両輪と考えている。
海外での商標権の確保が気になるところだ
が，従来は，北米及びヨーロッパが事前調査や
権利化の中心であった。しかし，近年は，新興
国市場の台頭もあり，アジアやアフリカの新興
国での出願にも力を入れている。販売拠点では
勿論のこと，販売はしないが製造拠点となる
国・地域でも，工場出荷から輸出の過程が製造
国・地域の商標法の対象となるため，権利化を
することにしている。
なお，事前調査で分かった先行権利者との使
用許諾交渉は，事業部と連携して商標部門が行
っている。

（7） 全社の価値を大切に，ときにはブラン
ド付与を拒絶

既存のブランドを他の商品や異なるカテゴリ
ーに展開をする「ブランド拡張」の考え方が気
になるところである。同社においても，一事業
部でヒットしたブランドは，当然のことながら
他の事業部も使いたがる。しかし，目先の利益
を追わず，「ブランド付与をすることによって
会社全体のブランド価値が高まるか」という観
点を大切にしており，重要なブランドについて
はブランド戦略推進本部も加わって，経営トッ
プが最終的な判断をすることとしている。
例えば，同社の液晶テレビのブランドとして
知られている「AQUOS」は，①周辺機器（液
晶テレビ，ブルーレイ，オーディオ等），②上
記①のブランド価値を高めるシステム（ファミ
リンク等），③液晶テレビ以外で高性能液晶を
用いた製品のグループネーミング（アクオスケ
ータイ等），の３つに分類して，厳格に付与の
可否を考える。過去に液晶を使っている様々な
商品を取り扱う事業部門から，「AQUOS」商
標を使いたいという社内要望があった時期があ
るが，上記判断基準を厳格に運用し，安易に
「AQUOS」を称する商品群を拡げることをし

なかったという。

（8） インナーブランディングが企業価値向
上へ

会社の成長には，企業がブランドの重要性を
認識し，社員一人ひとりがブランドを意識した
行動をとることがポイントになる。同社は，そ
の効果的な方策として，インナーブランディン
グに力を入れている。インナーブランディング
は６つのステップからなるという。すなわち，
①トップの思いを伝える，②経営方針を最優先
とする，③ブランドが価値あることを全員が認
識する，④一人ひとりの意識を向上させる，⑤
会社のDNAを語り伝える，⑥シャープブラン
ドを守る，ということである。具体的には，イ
ントラネットにトップメッセージを定期的に発
信したり，過去のヒットブランドの誕生ストー
リーや創業者の考え方を紹介するコーナーを開
設したりしている。また，全社員向けの「ブラ
ンド大学」と称するブランド研修や，若手社員
向けに，ワークショップ形式の「ブランド道場」
といった研修を行っている。
以上のような努力の結果，例えば，「AQUOS」

は，ブランドイメージ調査で99.8％（2008年４
月時点）の認知率を得るに至った。ブランドの
寄与分のみを取り出して，純粋にその経済的効
果を測定することは容易ではないが，外部機関
を用いてブランドを見える化して評価したとこ
ろ，ブランドの認知率と売上高はリンクしてい
ることがわかったという。個別ブランドが強く
なると，それに応じてコーポレートブランドも
強くなることは容易に想像がつく。
この点，同社では７事業本部の個別ブランド

の評価の合計がそのまま企業ブランド価値にな
るというわけではないと考えている。各事業
部が強いブランドを持てば，相乗効果により単
純な合計以上にコーポレートブランドが強くな
り，また企業価値が向上する。
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プラズマクラスターの成功は，鳥インフルエ
ンザや新型インフルエンザの流行等，偶然の要
因が影響した部分ももちろんあるとは思うが，
たゆまぬインナーブランディングの努力が大き
く寄与していることは間違いない。

4 ． 事業で勝つための技術ブランド

企業にとってブランドは，企業と利害関係の
ある顧客，株主・投資家，従業員，地域社会等
のステークホルダーに，企業の存在や企業が
提供する商品・サービスを認識，選択してもら
ううえで重要な役割を果たしており，企業とス
テークホルダーを結び付け持続的な関係を築く
絆となるものといえる。そして，ブランディン
グは，この絆を作るだけに留まらず，絆を強め
ていくことで価値を高めていくものである。ブ
ランドマーケティングとは，このような企業と
ステークホルダーを結びつけるブランドの接点
（コンタクトポイント）をいかに創出し，プロ
モーションしていくかということになる。つま
り，ブランドを育てるという観点なくしてブラ
ンドマーケティングを論じることは出来ないの
である。
そして，事業で成功するためには，企業がブ
ランドマーケティングを戦略的かつ一体的に行
うことが効果的であることが前述３. のシャー
プへのヒアリングからもみてとれる。ここでは，
事業で勝つための技術ブランドを成功させるポ
イントを整理してみたい。

4．1　技術の見える化

「技術ブランド」の特徴として，技術という
顧客にとってわかりにくいものをコンタクトポ
イントにしてフォーカスすることが挙げられ
る。商品・サービスの魅力を伝えるために感性
に訴えるという方法もあるが，技術が商品・サ
ービスを通じて顧客にもたらす価値を伝えるた
めには，論理的かつ実証的でなければならない。

しかし，技術の高度化・複雑化に伴い，技術を
わかりやすく見える化することは簡単なことで
はない。一方で，うまく伝えることができれば
これほど説得力のある方法はない。そのために
は，より高度なコミュニケーションが要求され
るのである。
技術を見える化するにあたっては，実証とコ

ミュニケーションの２つがポイントとなる（図
２参照）。

（1）アカデミックマーケティング
技術を見える化するうえでは，対象となる技

術そのものが魅力的であることが前提となる。
技術がありふれたものであるのならば，敢えて
技術にフォーカスしたブランディングをする必
要はないだろう。すなわち，その技術が他には
ない独自のものであるということと，その技術
がもたらす効果の優位性をアピールすることが
できるものが，技術ブランドの条件となるだろ
う。
非常にシンプルに見えるが，実際には技術が

高度化・複雑化している結果，技術に詳しくな
い顧客に，商品・サービスの優位性を技術に
見出してもらうことは容易ではない。インテ
ルの「CPU」，ゴアテックスの「ジャケット」，
TOTOの「ハイドロテクト」，これらの製品を

図２　技術の見える化　実証とコミュニケーション
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技術について何も知らずに使用したとしても，
もちろん感覚的に優位性を実感することはでき
るかもしれない。しかし，プラズマクラスター
のように空気の除菌や抗アレルギー効果等，効
果を直感的に実感しにくいものもある。
いずれにしても，顧客に，商品・サービスの
優位性を技術に見出してもらうためには，感覚
が客観的に理論と数値で裏付けされることが重
要である。
この点に着目したマーケティング手法が，ア
カデミックマーケティングである。プラズマク
ラスターでも採用をされた手法であることは，
先述の通りである。
ポイントは，自社で自社技術を実証するので
はなく，第三者機関による実証によって客観性
を高めることで，顧客の納得が得やすくなるこ
とにある。「当社比○○倍」，「当社調べ」等と
書かれているより，「権威のある研究機関の実
証の結果」と書かれているほうが，説得力があ
るだろう。また，複数の第三者機関に実証して
もらうことも，より高い客観性が担保され，説
得力が増すので，非常に効果的である。実際に，
プラズマクラスターの多くの効果は，国内・海
外の複数の研究機関による実証がされている。

（2）戦略的コミュニケーション
次に，顧客に技術を伝達するためのプロモー
ションについて考察する。どれほど良い技術を
保有していたとしても，それが認知されなけれ
ば競争力には繋がらない。しかし，技術は高度
化・複雑化することによって，顧客に伝わりに
くくなっている。その結果，商品・サービスの
コモディティ化が進んでしまうという悪循環に
陥ってしまう。これは，コミュニケーションが
うまく機能していないことに起因している。
顧客とのコンタクトポイントを作り，わかり
やすく伝えていくポイントは，コミュニケーシ
ョンを戦略的に考えることである。佐藤玖美

著「伝えるだけのコミュニケーションから行動
を喚起するコミュニケーションへ」３）によると，
コミュニケーションを正しく認識すれば「理論
的」で「一貫性」があり，「理解」しやすく，「優
先順位」が明確で，「説得性」をもって受け手
の行動を喚起することができるという。すなわ
ち，「理論性」は，受け手に理論的思考を促し，
記憶しやすくする。「一貫性」は，勘違いや誤
解を防ぐ。「理解」は，キーとなるメッセージ
を上手に伝える。「優先順位」は，重要なポイ
ントを明確にする。「説得性」は，納得して行
動に結びつけることができる（図３参照）。
これらを「技術ブランド」のプロモーション

に当てはめてみる。
「理論性」は，客観的な技術の効果を実証し，
それに技術的背景が加わることで，なぜそのよ
うな効果が生じるのか理解と記憶を促進するこ
とができる。まさに技術を伝えるということに
他ならない。
「一貫性」は，ブランドメッセージを正しく
継続的に伝えていくことであり，ブランドを育
てることに繋がる。これは，ブランディングの
基本である。
「理解」は，技術をわかりやすく，かつ顧客
に印象付けるための工夫である。ネーミングや
ロゴ化を効果的に活用することが一般的に行わ
れる。商標部門の関わりが特に強く現れる側面
でもある。
「優先順位」は，その技術が何を提供するも
のなのかを顧客に明確に示すための特定であ
る。これは，顧客に一番伝えたいことは何なの
かを明らかにすることに他ならない。
「説得性」は，アカデミックマーケティング等，
客観的な評価によって納得感を高めることで積
極的な購買に繋げていくものである。
プラズマクラスターのプロモーションも上記

コミュニケーションが行われていることがわか
る。アカデミックマーケティングによる客観的

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 62　No. 4　2012 513

な実証結果を拠り所としたプラズマクラスター
技術の説明に加え，顧客の理解と記憶を促進す
るために，特徴的なぶどうマークを強調して伝
えてきた。顧客への印象付けに成功しても，技
術そのものの理解促進も一貫して継続させてい
る。そうすることで，顧客は，除菌効果のある
空気清浄機を求めるのではなく，プラズマクラ
スターを搭載した空気清浄機を求めるようにな
るのである。そして，このような状況にさまざ
まな業種が反応して，プラズマクラスター技術
をそれぞれの商品・サービスに搭載したいとい
う動きが起こる。そして，全体としてプラズマ
クラスターのブランド価値が相乗的に高まって
いったのである。

4．2　社内連携の重要性

ブランドマーケティングを成功させるために
は，社外のステークホルダーに対するブランド
のコンタクトポイント作りやプロモーション活
動を戦略的に行わなければならない。しかし，
これらを実践する社内体制が整わなければ十分
な効果は得られない。ブランド戦略は，外部へ
発信し浸透させるブランド表現にのみ焦点が当
てられがちであるが，それは誤解である。重要
なのは，事業戦略に基づくブランドのポジショ
ニング，つまり市場における自社の立ち位置が

社内内部に説明され伝達されることである。社
内がブランドの重要性を認識し，一貫性をもっ
て事業活動にブランドを反映させることができ
なければ，社外に伝達することはできないので
ある。ブランドを守り，そして育てていくため
には，社内全体を当事者として巻き込むような
体制を整え，各組織・従業員を継続的に教育し，
その行動を継続させなければならない。これが
インナーブランディングである。

（1）トップダウンによる社内風土の醸成
ブランド戦略を実行するためには，従業員に

自社のポジショニングを認識させたり，ブラン
ドを認知させるためのネーム，ロゴ等の構成要
素を整理したり，表現（トーンアンドマナー４）

等）を明確にマニュアルや規程等で定義したり
することが必要である。そして，ブランドの意
義や知識を組織・従業員に理解させ，社内風土
を醸成するためには，企業のトップが従業員と
コミュニケーションを図ることが望ましい。コ
ミュニケーションの重要性は先述したが，従業
員もまた社内のステークホルダーなのである。

（2）組織間の連携
「当社にはブランド専門組織がないから社内
にブランドの重要性がなかなか浸透しない。」
という声を耳にすることがある。しかし，ブラ
ンディングをするために，ブランドの専門組織
が必須であるかというと必ずしもそうではな
い。
確かに，シャープ株式会社のブランド戦略推

進本部のように，ブランドの専門組織がある企
業はブランド意識が高く，ブランドを経営課題
の高位に位置づけている企業であるということ
は間違いない。企業にブランドの専門組織があ
るということは，そこを中心とした組織間の連
携を取りやすく，統制が効くというメリットが
ある。

図３　 技術ブランドにおける戦略的コミュニケー
ション
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一方で，各事業部の商品カテゴリーごとに独
自にブランディングをしている企業であって
も，ブランドに対する明確な方針があり，それ
に基づいた連携体制が作られている企業もあ
り，必ずしもブランドの専門組織の有無が成功
を分ける基準ではない。
例えば，コーポレートブランド重視の企業と
プロダクトブランド重視の企業，またBtoBの
企業とBtoCの企業，それぞれの企業の特徴や
方針によって，最適な組織体制は異なるだろう。
重要なのは，企業価値を高めるためのブランデ
ィングが意識されており，それを実現するため
の組織連携がとれる仕組みづくりが為されてい
るかに尽きるのである。

4．3　ブランディングと商標部門の関わり

（1）商標部門の役割とは
ブランディングにおける表現上の構成要素
は，ネーム，ロゴ，キャラクター，スローガン，
サウンドロゴ，パッケージ等があるが，商標に
よって権利化されているものも数多くある。
商標担当者に商標部門のブランドへの関わり
について問うと，多くの担当者が商標権でブラ
ンドを保護するという回答をするだろう。ブ
ランドはマーケティングの側面が強いため，商
標担当者が積極的に関わるものではないという
イメージがあるのではないだろうか。ブランド
を維持・保護することはできるが，ブランドを
育てるために何ができるだろうかという疑問を
持っている商標担当者も多いというのが実情だ
ろう。実際に多くの企業の商標部門では，商品
開発部門等から提出されるネーミング案につい
て，登録や侵害の可能性の判断を行い，権利化
を図る等の業務が行われていると思われる。も
ちろん，商標のプロフェッショナルとして，商
標権の取得や侵害対応等，法的な側面から支援
をすることが中心的役割であることは間違いな
い。しかし，商標を維持・保護することがブラ

ンドを強化することになるという認識を持つこ
とで，ブランドを育てることに，もっと積極的
な関与をすることができるはずだ。

（2）守るだけでなく攻めの意識を併せ持つ
ブランドコンセプトが伝わる商標が選択され

ているかというチェックは，ブランド部門，マ
ーケティング部門，商品開発部門等が行うのが
通常であると思われるが，その商標の使用が他
社商標を侵害する場合（もしくは侵害するおそ
れがある場合）に，商標部門は商標の使用をス
トップさせなければならない。
また，社内におけるブランドの稀釈・汚染を

防止するために，各ブランドのデザインマニュ
アルや使用のガイドラインが定められているこ
とが望ましい。さらに，登録商標との関係で不
使用状態とならないように商標の側面からも監
視をするのも商標部門のミッションといえる。
もちろんグループ子会社を含め他社にライセン
ス使用をさせる場合にも同様の監視が必要とな
る。
また，対外的にはブランドを模倣する商標権

侵害への対応も重要なミッションとなる。
これらは商標部門だけで完結するものではな

く，実効性があるものにさせるためには各組織
と連携しなければならない。社内の理解を深め，
連携を強化するためには，商標の視点からの啓
発活動を積極的に行うことが不可欠である。
ブランドを育てるには，継続的に正しいメッ

セージを発信して，理解を浸透させていかなけ
ればならないが，ブランドを維持・保護すると
いうことは，裏を返せばブランドを強化すると
いうことに他ならない。商標部門の業務は，ブ
ランドを育てることに大きく寄与しているとい
う事実をしっかりと認識するべきである。支援
部門は受け身であってはいけない。各組織に問
題を気付かせ，見過ごさせないための働きかけ
をすることが期待されているのである。
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商標部門のブランドへの積極的な関与の具体
的施策のひとつとして，商標マップ作成による
支援を紹介する。

（3）商標マップの活用
自社内で各ブランドの相関関係が意識されて
おらず，ブランドが乱立しているような状況に
おいては，ブランドの稀釈やブランド間の干渉
等が発生する。真にブランドを育てるのであれ
ば，こうしたネガティブな影響を見逃さず，ま
た他社との差異化が行われているかチェック
し，「選択と集中」を行うことが必要である。
マーケティング戦略立案においては，次の手
順を踏む。①あらゆる視点で最適なセグメンテ
ーション（年齢，性別，地域等で切り分け）を
行う。②市場の魅力度，自社の強みと方向性等
を踏まえ，誰にターゲティングするのか標的市
場を定める。③ターゲットに対してどのような
情緒的価値と機能的価値を提供するのか「ポジ
ショニングマップ」で定める。そして，ポジシ

ョニングに従った明快なコミュニケーションメ
ッセージの発信が，事業の成功につながる。
各ブランドを整理する上で有効なツールとな

るのが，このマーケティング上の「ポジショニ
ングマップ」である。ポジショニングマップは，
事業部や商品・サービス分野，また，それぞれ
の価格帯や機能，対象年齢等，あらゆる軸をと
って個別ブランドをマッピングし全体を把握す
る手法である。ポジショニングマップによるこ
れらの見える化は，個別のブランドの範囲や役
割を明確にし，相互関係を把握することでブラ
ンド全体を体系化して整理するのに役立つ。こ
こで例えば，マーケティング上のポジショニン
グ設定の際に，従来の国別・区分別の商標の権
利状態を表す商標マップを活用するということ
も考えられる。
表１および図４は商標マップ作成の一例であ

る。表１は，食品事業部が扱う商品カテゴリー
について，スープは対象年齢を，菓子は健康志
向性を，健康食品はブランド拡張性を軸にとり，

表１　商標マップの作成例１

第５類 第29類 第30類

薬剤 その他 乳製品
スープの
素

健康
食品

茶・
コーヒー

菓子 その他

食
品
事
業
部

スープ
年
　
齢

商品Ａ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ―
商品Ｂ ― ― ○ ○ ○ ― ― ○
商品Ｃ ― ― △ ○ ― ― ○ △

菓子

健
康
志
向
性

商品Ｄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
商品Ｅ △ ― △ △ △ ○ ○ ○
商品Ｆ ― ― ○ ― ― ○ ○ ―
商品Ｇ ― ― ― ― ― △ ○ ―
商品Ｈ ― ― ― ― ― △ △ △

健康
食品

ブ
ラ
ン
ド
拡
張

商品Ｉ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
商品Ｊ ○ ○ ― ― ○ ○ ○ ―
商品Ｋ △ ― ― ― ○ △ △ ―
商品Ｌ ― ― ― ― △ ― ― ―

○：登録済み　△：出願中　―：未対応
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ターゲットの年齢層の高低，健康志向性の重視
の度合い，商品カテゴリー拡張の柔軟性をそれ
ぞれ示している。これに商標の権利化状況を対
応させることで，商標権の過不足やブランディ
ングの方向性を把握することができる。指定区
分・指定商品は商品の機能的側面を，年齢や健
康指向性は商品の情緒的側面を捉えたものであ
る。
図４は，ハサミの商品群をハサミの大きさを
縦軸に，刃の特殊加工や素材にちなんだタイプ
を横軸にとり，対応する商品の分布を示してい
る。ハサミの大きさ別という見た目でわかる側
面と，ハサミの刃のタイプ別という一見わかり
にくい側面を連動させて，商品の価値を見える
化したものである。さらに，各商品のネーミン
グを対応させることで，同じシリーズ内で個別
ブランドが乱立していないか，逆に異なるシリ
ーズ間で同一ブランドが重複していないか等，
ブランドの相関関係を把握することができる。
商標部門が商標マップを提示すれば，事業部
門やブランド部門等が新たな商品・サービスに
対しブランド付与の対象とするべきかを判断

し，活用できる。このように商標部門が商標マ
ップというコミュニケーションツールを用い
て，各組織と連携を図ることができるのである。
また，あるブランド案が，商標の権利化が困難
で変更が必要になった場合に，関係者が商標マ
ップを共有することで，ブランドを意識した変
更案の検討に参画する等，強いブランドを効率
的に育てることに寄与する商標業務の遂行が可
能になるのである。

5 ． おわりに

本稿では，技術ブランドを題材にマーケティ
ングの視点からブランド・商標について考察を
してきた。ブランディングにおいては，顧客と
のコンタクトポイントを作り出すためのプロモ
ーション活動が重要となるが，技術ブランドに
おいては，一見わかりにくい技術を顧客に理解
してもらうことが大切である。そして，顧客に
わかりやすく伝えるためには，技術の「見える
化」が有効であり，そのためには，商標をうま
く活用した伝え方がポイントとなることがわか
った。

図４　商標マップの作成例２
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高い技術力を誇る我が国にとって，価格競争
に飲み込まれることなく世界で事業に勝つため
には，商標を有効に活用しながら，日本全体と
して技術ブランドを創出し，育てることで価値
を高めていかなければならない。また，技術ブ
ランドを育てるという観点は，知的財産権を相
乗的に活用することにも繋がるため，技術の模
倣に対する保護手段としても有効であると考え
られる。
商標部門の役割は「事業を守ること」という
イメージになりやすい。しかし，企業が事業で
勝つためには，商標部門そのものが，ブランド
を育て企業価値を高めていくことに関わってい
く攻めの役割の認識を持たなければならない。
このような認識のもと，商標権のみを意識し
た商標マップを作成するだけでなく，ポジショ
ニングマップの作成段階から商標担当者も関与
し，ポジショニングマップを社内の各組織を繋
ぐコミュニケーションツールとして活用するこ
とで，強いブランドの創出に貢献しなければな
らない。商標部門は，ブランディングと商標業
務を自部門の業務の両輪として，事業部のブラ
ンディングを強力にサポートしていく役割を担
うべきである。そのために商標担当者は，商標

の法的知識のみならず，マーケティング手法を
も理解するべきである，と提言する。

なお，末尾ながら，シャープ株式会社ブラン
ド戦略推進本部及び知的財産権本部には，快く
ヒアリングに応じていただき貴重な情報をご提
供いただいたことを申し添える。

注　記

 1） 広野穣・中谷吉孝，商品開発戦略シナリオ，
pp.213～219（2007），かんき出版

 2） 産業技術力強化法　公布：平成12年４月19日法
律第44号，改正：平成21年４月30日法律第29号

 3） 佐藤玖美，Harvard Business Review，2009. 6，
pp.46～47（2009）

 4） トーンアンドマナーとは広告表現の一貫性を保
つための表現のスタイルや方法等のルール
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